
 1 

第６条関係 様式第１号 

2019年度 指定管理者導入施設評価表 

       

      

施設名称  ぶどうの家 所管課(TEL) 
福祉課 

（248-9003）  

所在地  須坂市大字日滝 327 番地 設置年月 1996年 4月  

施設設置目的 
就労することが困難な在宅の障がい者の特性に応じた作業訓練を行い、 

福祉の増進を図る。 

施設概要・設備 

建物の構造：鉄骨平屋建て 

敷地面積：1633.93 ㎡ 延床面積：322.70 ㎡ 

施設の内容：事務室、相談室、作業室Ａ、作業室Ｂ、食堂（兼集会室・娯

楽室）、男子静養室、女子静養室、物置、洗濯・シャワー室 

指定管理者名（選定方式） 社会福祉法人 須坂市社会福祉協議会（公募しない） 

指定期間 2016年 4月 1日から 2021年 3月 31日 

指定管理者の主な業務 

（１） 利用契約に関する業務 

（２） 施設及び備品等の維持管理に関する業務 

（３） 作業訓練等に関する業務 

（４） 利用料の徴収に関する業務 

（５） 障害者総合支援法に基づく施設運営に関する申請業務 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

施設の利用状況 

利用区分等 利用目標 利用実績 対前年比（％） 

就労継続支援Ｂ型    延 1,816人 86 

     

        

（特記事項） 

指定管理者の 

予算及び決算 

項  目 予算額（円） 決算額（円） 

指定管理料  4,000,000  4,000,000 

利用料収入          0          0 

支出額合計 22,285,000 17,829,366 

（特記事項） 

元年度自立支援給付費  10,552,510円 
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２ 市（担当課）による評価 （評価は非常に良い◎、良い○、やや悪い△、悪い×の４段階です。） 

協定書及び指定管理者の事業計画書の内容に基づいて、その水準が達成されているかを市が 
点検・評価したものです。評価の手段は、実績報告書（毎月）及び事業報告書（年度終了時）の
点検並びに立入検査（随時）等によるものです。 

項目 指      標 評価 評価に対する説明 

管
理
状
況 

開館時間、休館日の運用 ○ 協定書に基づき実施。 

法令の遵守 ○ 関係法令を順守している。 

適正な人員配置 〇 適切に行われている。 

職員の労働環境確保 ○ 労働環境に配慮している。 

職員の研修・教育 ○ 研修、講習などに参加している。 

文書・帳簿の管理保存 ○ 適切に行われている。 

報告書等の提出 ○ 適切に行われている。 

口座管理・経理 ○ 適切に行われている。 

施設の使用許可・条件 -   

備品の管理 ○ 適切に行われている。 

清掃業務 ○ 適切に行われている。 

環境への配慮 ○ 節電等留意している。 

危
機
管
理
対
策 

緊急事態の対応 ◎ 年 2回訓練を行い適切に行われている。 

安全への配慮 ◎ 利用者の状態を把握し配慮している。 

個人情報の保護 ◎ 個人情報の保護に常に心がけている。 

施設設備の保守管理 ○ 適切に管理している。 

重要事項の報告・連絡・届出 ○ 適切に行われている。 

保険の加入 ◎ 指定管理者で保険に加入している。 

管理物件に対する損害賠償等 ◎ 指定管理者で保険に加入している。 

運
営
状
況 

施設利用状況 ○ 利用者が定期通所できるよう支援している。 

自主事業実施状況 ◎ 適切に行われている。 

地域との連携 ◎ 
ふれあい祭り等を開催し、良好な関係づくり
に努めている。 

その他取組み ‐   

管理に係る収支状況 ○ 適切に行われている。 

自主事業に係る収支状況 ○ 
物資の斡旋や自主製品の販売、催事への出店
等、工夫して収入増に努めている。 

サービス向上への取組み ◎ 
アセスメントと個別支援計画を作成し、向上
に取り組んでいる。 

ＰＲ等広報活動 △ 積極的な広報は行っていない。 

苦情・要望への対応 ○ 適切に行われている。 
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３ 利用者による評価 

 指定管理者が行なった利用者アンケートの結果及び、担当課に寄せられた利用者からの意見・

要望等によるものです。 

利用者アンケートの

結果 

 実施時期  2020年３月 23日（月） 

 調査対象  利用者 

 調査方法  意見交換会（出席者全員で１年の振り返り） 

調
査
結
果 

１ 作業と工賃 

ぶどうの家では、事業所内で行う企業からの受託作業、須坂市等から

委託されている清掃業務のほか、自主製品を販売しているが、利用者

の適正も違うほか、年金と工賃のみで生活を賄わざるを得ない利用者

とそうでない利用者がいる。 

２ 土曜開所・ＲＣＴ 

一人で遠出できない利用者に、土曜開所日のドライブの機会も提供し

たいが、新型コロナウイルスの感染予防の観点から外出を控えざるを

得ない。事業所内でのＲＣＴ(余暇活動)が中心になる。 

利用者からの意見・ 

要望・苦情等 

居場所としてぶどうの家が必要だとする利用者は多い。精神的な好不調の波

や加齢による体力の衰えなどから、外の掃除の負担が大きいとの声もあり、

令和２年から保健センターの掃除を受けないこととした。 

また、作業だけでなくリフレッシュの機会を求める声も多いが、自粛せざる

を得ない状況もある。新型コロナウイルス感染の終息状況をみながら検討す

る。 

 

４ 指定管理者による自己評価 

 指定管理者自身による自己評価です。 

2019年度の自己評価 

毎月の工賃支給日に、直近の１か月を振り返り、利用者それぞれの

反省点、成果等を確認する。そこから利用者それぞれの適正にあっ

た作業に従事できるよう配慮した。 

利用者の減少傾向、高齢化の中で、今後は、施設外就労の在り方の

検討や効率のいい新規事業の発掘も課題である。 

なお、令和２年度からコーヒーの生豆を焙煎し販売する取り組みを

始めてみたい。 

 

５ 市（所管課）による総合評価 

利用者の減少に伴い訓練等給付費が減少している。 

現利用者からは現状維持を望む声は多いが、新規利用希望者はほとんどいない。30 年 4 月の報

酬改定の影響もあり、工賃増に向けた作業の見直しや定期通所のための就労意欲向上、心のケア

等にも重点を置き、まず家からぶどうの家に出てこられるよう利用者一人一人への丁寧な支援を

心がけている。 

 


